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本日の会議に付した事件 

 

                      平成２７年第３回山元町議会定例会（第１日目） 

                      平成２７年８月２７日（木）午前１０時 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 提出議案の説明 

日程第 ４ 議員定数と報酬に関する調査特別委員会調査報告（委員長報告） 

日程第 ５ 議発第 ２号 山元町議員定数条例の一部を改正する条例 

                                             

午前１０時００分 開 議 

議 長（阿部 均君）ただいまから、平成２７年第３回山元町議会定例会を開会します。 

      これから本日の会議を開きます。 

      本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

〔議事日程は別添のとおり〕 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

      会議録署名議員は、山元町議会会議規則第１２４条の規定によって、４番菊地八朗君、

５番竹内和彦君を指名します。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第２．会期の決定を議題といたします。 

      事務局長にお手元に配布しております会期日程案を朗読させます。 

事務局長（渡邊秀哉君）はい、議長。会期日程（案）、月日、曜日、会議別、内容の順に朗読いたし

ます。 

      ８月２７日、木曜日、本会議、会議録署名議員の指名、会期の決定、提出議案の説明、

議案審議。 

      ８月２８日、金曜日、常任委員会。 

      ８月２９日、土曜日、３０日、日曜日、３１日、月曜日、休会。 

      ９月１日、火曜日、本会議、会議録署名議員の指名、一般質問。 

      ９月２日、水曜日、本会議、会議録署名議員の指名、一般質問。 

      ９月３日、木曜日、休会。 

      ９月４日、金曜日、本会議、会議録署名議員の指名、議案審議、決算審査特別委員会、

委員会構成。 

      ９月５日、土曜日、６日、日曜日、休会。 

      ９月７日、月曜日、８日、火曜日、９日、水曜日、１０日、木曜日、１１日、金曜日、

決算審査特別委員会、全体審査。 

      裏面をお開きください。 

９月１２日、土曜日、１３日、日曜日、休会。 

      ９月１４日、月曜日、決算審査特別委員会、全体審査、現地調査。 
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      ９月１５日、火曜日、常任委員会。 

      ９月１６日、水曜日、本会議、会議録署名議員の指名、議案審議。 

      以上です。 

議 長（阿部 均君）お諮りします。 

本定例会の会期は、会期日程案のとおり、本日から９月１６日までの２１日間にした

いと思います。 

これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって、本定例会の会期は、本日から９月１６日までの２１日間に決定しました。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから議長諸報告を行います。 

      事務局長にお手元に配布しております報告書を朗読させます。 

事務局長（渡邊秀哉君）はい、議長。議長諸報告。 

１．議会閉会中の動向。 

      ８月５日から６日、宮城県町村議会議長会主催の視察研修が開催され、出席しました。 

      ８月２６日、宮城県議会正副議長と沿岸１５市町議会議長で総務省ほか関係省庁及び

自由民主党本部を訪れ、要望活動を行いました。 

      総務民生常任委員会、８月５日、１８日、委員会が開かれました。 

      産建教育常任委員会、８月１０日、委員会が開かれました。 

      議会運営委員会、８月２５日、委員会が開かれました。 

      東日本大震災災害対策調査特別委員会、８月２１日、委員会が開かれました。 

      議員定数と報酬に関する調査特別委員会、８月７日、８月１８日、８月２４日、委員

会が開かれました。 

      全員協議会、８月２４日、協議会が開かれました。 

      ２．請願・陳情の受理。陳情１件が提出され、これを受理したのでその写しを配布し

ております。 

      ３．委員会議員発議案の受理。議員から議案１件が提出され、これを受理したのでそ

の写しを配布しております。 

      ４．長送付議案等の受理。町長から議案等２５件が提出され、これを受理したのでそ

の写しを配布しております。 

      裏面をお開きください。 

      ５．質問通告の受理。議員８名から一般質問の通告があり、これを受理したのでその

一覧表を配布しております。 

      ６．委員会、調査報告書の受理。議員定数と報酬に関する調査特別委員会委員長から

委員会調査報告書が提出され、これを受理したのでその写しを配布しております。 

      ７．教育委員会に関する点検評価報告書の受理。教育委員会から山元町教育委員会に

関する点検評価報告書が提出され、これを受理したのでその写しを配布しております。 

      ８．請願の処理経過及び結果報告の受理。山元町南保育所の早期再建を求める請願に

関する処理経過及び結果報告が提出され、これを受理したのでその写しを配布しており

ます。 
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      ９．説明員の出席要求。本定例会にお手元に配布のとおり説明員の出席を求めており

ます。 

      １０．その他特に報告すべき事項。町長から工事請負契約締結の報告が提出されたの

で、その写しを配布しております。 

      以上です。 

議 長（阿部 均君）これで議長諸報告を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第３．これから提出議案の説明を求めます。 

      この際、今定例会に提出された議案等２５件を山元町議会先例６７番により一括議題

といたします。 

      齋藤俊夫君、登壇願います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。改めて、おはようございます。 

      本日、ここに平成２７年第３回山元町議会定例会が開会され、平成２６年度の各会計

の決算認定を初め、各種提出議案をご審議いただくに当たり、最近の町政の動向と議案

の概要についてご説明申し上げますので、議員各位の一層のご理解を賜りますようよろ

しくお願い申し上げます。 

      山元町震災復興計画における再生期の３年目である平成２７年度がスタートして半年

近くが経過いたしました。この半年間を振り返りますと、年度当初の４月には新山下駅

周辺地区の商業用大区画への株式会社キクチ並びに株式会社薬王堂との基本協定を皮切

りに、宮城病院周辺地区の市街地整備工事、６月には山下第二小学校の災害復旧工事、

８月には子育て拠点施設の新築工事並びに道合地区の災害公営住宅造成工事にそれぞれ

着手するなど、これまで懸案となっていた大型復興事業について議会のご理解も得なが

ら迅速果断に進めてまいることができました。新山下駅並びに新坂元駅周辺市街地の整

備やＪＲ常磐線移設工事等の進捗に伴い、町内各地で聞こえる復興のつち音は被災者の

方々を初め多くの町民の皆様に復興の姿を肌で感じ取っていただけるものと受けとめて

おります。引き続き創造的な復興、創生の実現を目指しスピード感を持って取り組んで

まいる所存であります。 

      それでは、初めに東日本大震災からの復興創生に向けた最近の取り組みについてご報

告申し上げます。まず、各新市街地の進捗状況についてですが、新山下駅周辺地区につ

いては全体工事の進捗は約８５パーセントに達し、住宅地の一画では公園や緑道の整備

も始まっております。また、復興をリードする新市街地にふさわしいまちの名称とすべ

く幅広い世代の委員で構成されるまちの名称選定委員会で公募に寄せられたたくさんの

ご意見から最終選考を進めているところであります。また、第２回定例会でご可決を賜

りました山下第二小学校の災害復旧工事につきましては、先月１７日に阿部議長を初め

関係者ご列席のもと、安全祈願祭がとり行われたところであり、現在は地盤改良工事を

行っているところであります。建設予定の校舎は木のぬくもりと木肌の優しさが伝わる

木造２階建ての構造となっており、校舎１階中央部には中庭を配置し、また地域の方々

も利用できる音楽室を設けることとしております。工事は来年７月の完成を予定してお

り、２学期から新しい校舎で授業が開始できるよう鋭意取り組んでまいります。また、

小学校に隣接して整備を進める子育て拠点施設につきましても、今週２４日に安全祈願

祭を行ったところであり、この９月から基礎工事に着工し、来年３月の工事完成を目指
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しております。完成した暁には隣接する山下第二小学校や近隣公園とあわせ世代間交流

を促進する地域の拠点施設としての機能が果たされるものと大いに期待しているところ

であります。 

      次に、新坂元駅周辺地区についてですが、全体の工事の進捗は約８４パーセントに達

し、懸案となっていた軟弱地盤改良工事も完了し、現在は新市街地にかかる橋梁工事や

上下水道工事、国道６号の拡幅工事などインフラ整備工事を精力的に進めるとともに、

町区、道合地区の災害公営住宅用地の造成工事につきましても現在は資機材の段取りな

ど、施行準備を進めているところであります。 

      次に、ご心配をいただいている宮城病院周辺地区についてですが、測量調査が完了し、

立木伐採や建物解体など造成に向けた準備も一定の進捗が図られており、先週２０日に

安全祈願祭をとり行ったところであります。今後は災害公営住宅の造成に着手する予定

でありますが、町としても移転を希望されている皆様のご期待に添うべく一日も早い完

成に向け全力で取り組んでまいる所存であります。 

      次に、山下・坂元両新市街地に整備を予定している（仮称）地域交流センターの進捗

状況についてですが、先月２８日に設計業者が決定し、現在は基本設計に取り組んでい

るところであります。また、坂元地区の地域交流センターにつきましては、先月２３日

に住民懇談会を開催し、地域の皆様から施設の配置や機能について忌憚のないご意見を

いただいたところであります。引き続き皆様との意見交換を重ねながら、より親しみを

感じ、また使い勝手の良い施設の整備を目指してまいりたいと考えております。 

      次に、一日も早い開通が待たれるＪＲ常磐線の復旧状況についてですが、昨年５月に

本体工事に着手以来、高架橋や橋梁等の工事も順調に進捗しており、坂元工区において

は延長４８．８メートルの坂元川橋梁の施工が完了いたしました。完成した橋梁はアー

チ状のスマートで美しい外観を兼ね備えており、坂元地区の新たなシンボルになるもの

と考えております。これらの土木工事は本年秋ごろまでに完成する予定であり、現在は

一日も早い開通を目指し土木工事が完了したところから随時枕木やレールなどの軌道工

事が施工されていると伺っております。町としても引き続きＪＲ東日本を初め関係機関

に対し整備促進を働きけるなど、早期の運転再開に向け努力してまいる所存であります。 

      また、減災効果のある第２線堤として旧ＪＲ用地を活用した県道相馬亘理線改良工事

の進捗についてですが、設計並びに用地測量が完了し、この９月から年内中を目途に用

地説明会が開催され、その後、坂元川及び戸花川橋梁部、また用地買収が完了した工区

から順次工事に着手し、平成２９年度末までに工事を完了する予定であると伺っており

ます。 

      次に、隣接自治体も含めた総合的な交通体系の進展と地域経済の活性化が大いに期待

されている（仮称）山元南スマートインターチェンジについてですが、先月末に施工業

者が決定し、現在は施工計画の策定が行われており、平成２８年度末までに整備が完了

する予定であると伺っております。町としましてはＮＥＸＣＯ東日本を初め関係機関と

の連携を密にし、今後とも早期完成を働きかけてまいりたいと考えております。 

      次に、沿岸部の土地利用の再編に向けた山元東部地区農地整備事業の進捗についてで

すが、現在新浜工区及び東花釜工区において区画整理が進められており、完成した圃場

から順次担い手による試験栽培が行われております。先月２７日にはＪＡ出資型の農業

生産法人株式会社やまもとファームみらい野が設立されたところであり、津波被害を受
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けた農家の方々の農地の受け手として今後復旧した農地約１１２ヘクタールでサツマイ

モやネギ、玉ねぎなどの作付が計画されており、町としても地域農業の復活と活性化に

大きく貢献していただけるものと大いに期待をしております。また、去る６月２５日に

は亘理郡内では初めてとなる年間を通じて収穫が可能な大型栽培施設いちごワールドが

オープンいたしました。同施設を運営する地元の農業生産法人ＪＲＡからは課題だった

夏場の温度と日照時間の管理を最先端の技術を活用することで解消し、冬に成長する品

種を夏に栽培することが可能となったと伺っており、地元農家の安定雇用や農産物の高

付加価値化にもつながるものと期待をしております。 

      次に、磯浜漁港の復旧状況についてですが、津波で被災した約３，０００個の消波ブ

ロックはことし５月までに復旧が完了し、また４，０００カ所以上に及ぶ海中がれきの

撤去作業についてもホッキ漁漁場を優先して作業を進めており、先月末現在で約８１パ

ーセントまで撤去が進んでおります。なお、臨港道路については本年１０月には復旧工

事が完了する見込みであります。 

      次に、津波被災住宅再建支援制度の拡充についてですが、現在新市街地に住宅を建築

される方や町内再建者への補助を拡充し、さらには災害公営住宅の入居者の方たちに対

しても生活支度金補助を新設するなど、その受け付け作業等をスターとしております。

今回新たな支援策として災害危険区域の第１種、第２種区域で現地修繕された方に対す

る生活支援金補助や、第３種区域で現地再建された方々への住宅建築等補助、丘通りで

被災された方を対象とした住宅建築等補助、さらには第２種、第３種区域等でかさ上げ

された方々への宅地防災工事助成金補助の拡充等について、今議会でご提案させていた

だいたところであり、被災者の生活再建を後押ししていきたいと考えております。 

      次に、子育て支援に関する取り組みについてですが、今年度から保健福祉課内に子育

て支援班を新設し、これまでに保育所の完全給食化により保護者の負担軽減を図るとと

もに、子供たちに温かい御飯を提供するあったかご飯提供事業や好評をいただいている

ベビーマッサージ、ベビーコミュニケーション講座を実施してきたほか、すこやか絵本

事業については交付対象年齢を３歳児まで拡充して実施し、若者の出会い、結婚を支援

する婚活事業については町内の婚活イベントを企画するチームを組織化し、育成を行う

など重点的に事業を展開してまいりました。また、今月から町のホームページに子育て

応援お役立ち情報コーナーを新設し、子育てに関する各種事業内容の普及啓発にも努め

ているところであります。また、今年１０月１日からは子育て支援のさらなる充実を図

るべく、子供医療費助成事業のうち通院にかかる医療費について助成枠を小学校就学前

から中学校終了まで拡充するとともに、所得制限の限度額についても児童手当の所得基

準まで緩和する予定であります。今後とも子育てにやさしいまちづくり、子育てするな

ら山元町の具現化に向け少子化対策につながる効果的な施策の導入を鋭意検討してまい

りたいと考えております。 

      次に、役場庁舎の新築復旧工事の検討状況についてですが、ことし４月に基本設計業

務に着手し、これまでに住民の皆様や議員各位並びに職員を対象とした説明会やワーク

ショップを開催しながらさまざまな立場や視点から幅広くご意見をいただいてきたとこ

ろであります。現在これらの意見集約や検討に時間を要しておりますが、年度内の実施

設計着手を目標に事業を進めてまいりたいと考えております。 

      最後に、昨年１１月から各行政区単位で行ってきた町民懇談会の実施状況についてで
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すが、対話、協調、連携によるまちづくりの推進を図るべく、これまでに町内１８地区

において開催し、町政全般にわたり地域の皆様から忌憚のないご意見をいただいてまい

りました。これまでのところ、浜通り地区では復旧復興事業に対するご意見、丘通り地

区では人口減少や高齢化問題など、町の将来に関するご意見を賜ったところであります

が、特に道路や排水路などの身近な生活環境改善に伴う要望が多かったことから、今議

会でご提案申し上げている一般会計補正予算案において緊急性や優先順位等を考慮し、

一定程度予算措置をさせていただいたところであります。今後とも、町民の皆様と町の

現状や課題等について問題意識を共有しながら町政に反映してまいりたいと考えており

ます。 

      以上、これまでの我が町の復興創生に向けた各種の事業取り組みについてご報告申し

上げました。引き続き町の復興創生に向け、チーム山元一丸となり全力で取り組んでま

いりますので、議員各位におかれましてもなお一層のご理解とご協力を賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

      それでは、本定例会においてご審議をいただく各種議案の内容について順を追ってご

説明申し上げます。 

      初めに、報告関係について申し上げます。報告第７号平成２６年度決算山元町健全化

判断比率について及び報告第８号平成２６年度決算山元町公営企業資金不足比率につい

ては、監査委員の意見を付して議会に報告するものであります。 

      次に、平成２６年度各会計の決算認定について申し上げます。決算認定をお願いする

に当たりましては、監査委員からの審査意見書並びに事業ごとの成果資料もあわせて提

出しておりますのでご参照願います。 

      それでは、認定第１号平成２６年度山元町一般会計歳入歳出決算認定について申し上

げます。本会計の決算額は歳入総額約３１１億３，０００万円、歳出総額は約２５１億

１，０００万円となり、歳入から歳出を差し引いた形式収支では６０億円余の黒字決算

となりました。前年度と比較しますと災害廃棄物処理事業や震災に係る災害復旧事業等

の復旧関連事業が平成２５年度でおおむね完了したことから、歳入歳出ともに大幅な減

額となっており、歳入では対前年度比５３．９パーセント、歳出では５１．６パーセン

トとなっております。また、翌年度に繰り越すべき財源は約１３億２，０００万円であ

り、これを差し引いた実質収支額は４７億円余であります。この実質収支額のうち法令

に基づき２分の１以上に相当する額の約４０億円を財政調整基金へ積み立てをするもの

であります。なお、平成２６年度決算に基づく財政調整基金への積み立て額が例年に比

べ大きい理由については、実質収支額の中に平成２６年度繰り越し事業の実績確定によ

る復興関連基金への積み戻し金約３３億円が含まれていることが要因であります。 

      認定第２号平成２６年度山元町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について

申し上げます。本会計の決算額は歳入総額約２１億３，０００万円、歳出総額は約１８

億９，０００万円であり、差し引きでは２億３，０００万円余の黒字決算となりました。

前年度と比較しますと、歳入で対前年度比８９．５パーセント、歳出で９５．７パーセ

ントとなっております。この決算剰余金のうち法令に基づき２分の１以上に相当する額

の１億２，０００万円を財政調整基金へ積み立てするものであります。 

      認定第３号平成２６年度山元町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について申

し上げます。本会計の決算額は歳入歳出とも総額約１億４，０００万円であり、差し引
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きでは３０万円の黒字決算となりました。前年度と比較しますと歳入で対前年度比１０

０．３パーセント、歳出で１００．２パーセントとなっております。この決算剰余金に

つきましては翌年度に全額を繰越金として処理し、平成２７年度本会計の補正予算第１

号の歳出予算において一般会計への操出金として措置をしております。 

      認定第４号平成２６年度山元町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について申し上げ

ます。本会計の決算額は歳入総額約１２億８，０００万円、歳出総額は約１２億３，０

００万円であり、差し引きでは５，０００万円余の黒字決算となりました。前年度と比

較しますと歳入で対前年度比９６．８パーセント、歳出で９９．４パーセントとなって

おります。この決算剰余金のうち法令に基づき２分の１以上に相当する額の２，７００

万円を介護保険事業基金へ積み立てするものであります。 

      認定第５号平成２６年度亘理地域介護認定審査会特別会計歳入歳出決算認定について

申し上げます。本会計は要介護認定に係る審査の平準化と審査会運営の効率化を図るこ

とを目的に本町が幹事長を務め、亘理町と共同運営しており、本会計の決算額は歳入歳

出とも総額約６００万円となっております。 

      認定第６号平成２６年度山元町水道事業会計決算認定について申し上げます。初めに

収益的収支について申し上げます。収益総額は約４億９，０００万円、これに対する費

用総額は約４億１，０００万円で、差し引き８，０００万円余の純利益となりました。

資本的収支につきましては支出総額約１億８，０００万円、これに対する収入総額は約

４，０００万円で、差し引き財源不足額の１億３，０００万円余は当年度分損益勘定留

保資金等で補填したところであります。 

      認定第７号平成２６年度山元町下水道事業会計決算認定について申し上げます。初め

に収益的収支について申し上げます。収益総額は約１２億６，０００万円、これに対す

る費用総額が約１４億６，０００万円であり、差し引き２億円余の純損失となりました。

資本的収支につきましては支出総額約９億８，０００万円、これに対する収入総額は約

７億１，０００万円で、差し引き財源不足額の２億７，０００万円余は運転資金として

借り入れた企業債及び過年度分損益勘定留保資金等で補填したところであります。 

      次に、予算外の議決議案についてご説明申し上げます。 

      議案第５５号山元町手数料条例の一部を改正する条例並びに議案第５６号山元町個人

情報保護条例の一部を改正する条例については、本年１０月５日から施行となる行政手

続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律により全ての国民に

個人番号が附番されることに伴い所要の改正を行うもの。 

      議案第５７号山元町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例並びに議案第５８

号山元町職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例については、派遣職員に係る

単身赴任手当並びに赴任に伴う旅費を支給するに当たり所要の改正を行うもの。 

      議案第５９号山元町町営住宅条例の一部を改正する条例については、災害公営住宅の

整備完了に伴い今後管理戸数が大幅に増加することから、管理代行制度を導入するため

所要の改正を行うもの。 

      議案第６０号山元町非常勤消防団の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を

改正する条例については、震災の影響により消防団を取り巻く環境が激変し団員確保が

難しい状況にあるため、今後の復興まちづくりを進める中で当面は班体制を見直した組

織運営が必要であることから、現体制にあわせた消防団員定数に見直しを行うため所要
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の改正を行うもの。 

      議案第６１号については、町道４１８４号高瀬笠野線の道路改良工事に係る工事請負

契約を締結するに当たり、議会の議決を求めるもの。 

      議案第６２号については、町道２８号上平磯線の道路改良工事その１について設計内

容の一部に変更が生じたことにより、工事費が増額となることから請負契約の変更につ

いて議会の議決を求めるもの。 

      議案第６３号については、磯浜漁港施設の災害復旧工事について設計内容の一部に変

更が生じたことにより、工事費が減額となることから請負契約の変更について議会の議

決を求めるもの。 

      議案第６４号和解については、調停を継続していた平成２４年度発注の農水産物等直

売所他建設事業基本計画策定業務委託に係る契約解除について、仙台簡易裁判所から示

された和解調停案に基づき和解することについて議会の議決を求めるものであります。 

      続いて、補正予算関係議案についてご説明申し上げます。 

      初めに、各会計に計上しております人件費に関する補正予算についてですが、それぞ

れ当初予算編成後の人事異動等に係る人件費の調整額を措置しておりますので、人件費

以外の主な項目について申し上げます。 

      それでは、議案第６５号平成２７年度山元町一般会計補正予算（第３号）案について

申し上げます。初めに歳出予算の総務費については財産管理費において前年度繰り越し

事業の実績精算に伴い決算剰余金に含まれていた既収入特定財源のうち、復興関連分を

それぞれ基金に積み戻すため震災復興基金並びに震災復興交付金基金への積立金を追加

措置し、企画費においては新たに整備する花釜区生活センターの備品購入について追加

措置するものであります。また、諸費においては……。 

議 長（阿部 均君）今、蜂が侵入しており中断しております。 

      静粛にお願いいたします。 

      再開いたします。 

町長（齋藤俊夫君）はい。続けさせていただきます。 

      また、諸費においては訴訟案件に係る委託料及び損害賠償に係る和解金を追加措置す

るとともに、行政区の生活センター等改修工事費補助金を増額措置するものであります。

なお、防犯対策費においては防犯灯維持管理補助金を増額措置するとともに、戸籍住民

基本台帳費においてはいわゆるマイナンバー法の施行に当たり個人番号通知カードが１

０月から交付されることを受け、カード交付に係る経費について追加措置するものであ

ります。 

      次に、民生費については老人福祉費において前年度に行った一部負担金の免除額が確

定したことに伴い、後期高齢者医療制度療養給付費負担金を増額措置するものでありま

す。次に農林水産業費では農地費において町民懇談会の中で要望が多かったため池や排

水路の維持補修の中で特に早急な対応が必要な箇所について対策経費を増額措置すると

ともに、農業復興推進費においては新商品の開発並びに販路開拓事業に係る県補助金の

内示があったことから追加措置するものであります。次に商工費については、新市街地

に立地を進めている株式会社キクチ、株式会社薬王堂、株式会社ローソンとの覚書締結

の協議が整ったことから、借地借家法の規定に基づく公正証書作成に係る経費について

追加するものであります。 
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      次に土木費については町民懇談会の中で要望が多かった道路や河川、排水路等の維持

補修の中で特に早急な対応が必要な箇所について対策経費をそれぞれ増額措置するもの

です。また、復興関連事業については磯地区の農業集落排水事業、牛橋、花釜、笠野地

区に整備する防災公園整備事業並びに谷地川排水路改修事業について追加措置したほか、

被災者の生活再建を後押しするため制度の拡充を検討してきた住宅かさ上げ整備事業並

びに津波被災住宅再建支援事業について、県からの基金を活用しそれぞれ増額措置する

ものであります。次に災害復旧費については、山下第二小学校の災害復旧工事に係る外

構工事費について追加措置するとともに、東日本大震災の大津波により流出した花釜消

防ポンプ置き場の復旧工事費について追加措置するものであります。次に諸支出金につ

いては前年度下半期に回収した災害援護資金貸付金の返還金について実績額が確定した

ことに伴い増額措置するものであります。 

      最後に債務負担行為の補正については、山下第二小学校の新築復旧に伴う外構工事に

要する経費について期間、及び限度額を設定するものであります。 

      ただいまご説明申し上げました歳出予算に見合う財源としては、震災復興特別交付税

及び国県支出金を増額措置するとともに、最終的な財源調整として財政調整基金の取り

崩しを増額措置した結果、歳入歳出それぞれ約５１億円増額し、総額を３８４億８，０

００万円余とするものであります。 

      続きまして各特別会計補正予算案について申し上げます。 

      議案第６６号平成２７年度山元町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）案に

ついて申し上げます。歳出予算のうち、総務費及び諸支出金については前年度事業の精

算に伴う一般会計への操出金及び国県等に対する返還金を追加措置するものであります。

また、後期高齢者支援金等の各納付金については納付額の確定に伴う増額措置であり、

保健事業費については交付金等の確定に伴う財源内訳の変更であります。以上、歳出予

算に見合う財源としては確定した交付金及び県補助金等を増減措置し、最終的には財政

調整基金の取り崩しの減額をもって財源調整した結果、今回の補正額は約３，３００万

円を追加し、歳入歳出予算額の総額を２１億９，０００万円余とするものであります。 

      次に議案第６７号平成２７年度山元町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）案

について申し上げます。歳出予算のうち諸支出金については、前年度事業の精算に伴う

繰越金相当額を一般会計に対し操出金として追加措置するものであります。以上、歳出

予算に見合う財源は繰越金をもって充当した結果、今回の補正額は約３０万円を追加し

歳入歳出予算額の総額を１億６，０００万円余とするものであります。 

      次に、議案第６８号平成２７年度山元町介護保険事業特別会計補正予算（第２号）案

について申し上げます。歳出予算のうち、諸支出金では前年度事業の精算に伴う一般会

計への操出金を追加措置するとともに、前年度補助金等の精算に伴う国県等に対する返

還金を追加措置するものであります。以上、歳出予算に見合う財源としては国庫支出金、

支払い基金交付金及び一般会計繰入金等を増減措置し、最終的には介護保険事業基金の

取り崩しの減額をもって財源調整した結果、今回の補正額は約１，６００万円を追加し、

歳入歳出予算額の総額を１３億円余とするものであります。 

      次に、議案第６９号平成２７年度山元町水道事業会計補正予算（第１号）案について

申し上げます。資本的支出において坂元排水池薬品タンク交換工事に要する経費を追加

措置するものであります。今回の補正額は収益的収入を約５０万円減額し、総額５億９，
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０００万円余とし、収益的支出を約４５０万円減額し総額５億８，０００万円余に、資

本的支出を約１９０万円増額し総額４億円余とするものであります。 

      次に、議案第７０号平成２７年度山元町下水道事業会計補正予算（第１号）案につい

て申し上げます。資本的支出において山元浄化センター修繕工事に係る経費並びに第１

２回復興交付金事業として交付決定された磯地区の農業集落排水事業に係る経費を追加

措置するものであります。今回の補正額は収益的収入を約５０万円減額し、総額１３億

円余とし、収益的支出を約２１０万円減額し、総額１１億７，０００万円余に、資本的

収入を約３億円増額し総額６億４，０００万円余とし、資本的支出を約３億円増額し総

額９億３，０００万円余とするものであります。 

      以上、平成２７年第３回山元町議会定例会に提出しております議案の概要についてご

説明いたしましたが、各種議案等の細部につきましてはさらに関係課・室長に説明をさ

せますのでよろしくご審議の上、ご可決を賜りますようお願い申し上げます。 

      なお、今会期中に町道２７号町中浜線道路改良工事請負契約の締結について並びに山

元町園芸作物用機械等整備事業に係る納入物品ごとの購入契約に関する議案について追

加提案する予定でおりますので、ご提案申し上げました際にはご可決を賜りますようあ

わせてお願い申し上げます。以上でございます。 

議 長（阿部 均君）これで提出議案の説明を終わります。（「休憩」の声あり） 

                                             

議 長（阿部 均君）この際、暫時休憩といたします。再開は１１時０５分といたします。 

午前１０時５５分 休 憩 

                                             

午前１１時０５分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。休憩前に引き続き、会議を開きます。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第４．議員定数と報酬に関する調査特別委員会調査報告の件を議題とし

ます。 

      議員定数と報酬に関する調査特別委員会委員長から、調査が終了し報告書が提出され

ましたので委員長から報告を求めます。 

議員定数と報酬に関する調査特別委員会委員長岩佐 隆君登壇願います。 

議員定数と報酬に関する調査特別委員会委員長（岩佐 隆君）はい、議長。議員定数と報酬に関す

る調査特別委員会調査報告書。 

      本委員会は議員定数と報酬に関する調査を実施したので、その結果を山元町議会会議

規則第７６号の規定により報告をします。 

      １．調査事件。議員定数と報酬に関する調査について。 

      ２．調査期日。平成２７年６月１５日から平成２７年８月２４日。 

      ３．調査状況。特別委員会開催回数５回。町民への報告、意見交換、議会報告会を４

会場で実施。その中でこの調査にかかわる部分、議員定数と報酬をテーマとして意見を

いただきました。場所、中央公民館、坂元公民館ほか２カ所。 

      調査結果。本議会は昭和３０年２月、町村合併推進法により合併し山元町となりまし

た。合併時の議員は４９名でスタートし、昭和３０年４月、合併後初の議会議員選挙で

２６人、昭和３４年４月、法定定数２６人を２０人としております。それから平成１５
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年からの改選期ごとに議員定数を２人ずつ削減した経緯がございます。山元町議会基本

条例では議員定数、報酬の改正に当たっては行財政改革の視点だけではなく、町政の現

状と課題、将来の予測と展望を考慮するとともに、町民の意見を参考にし決定するもの

と定めているため、議会報告会の場を利用し町民からの率直な意見も参考としました。

また、住民を代表するにふさわしい議会の機能強化や活性化を基本とした議員数、住民

の意見を反映させるための議員数などの各視点、さらに震災からの復興もまだ道半ばで

はあるが、急激な人口減少（約４，０００人）を踏まえ将来の本町展望を勘案し検討を

重ねてきた結果、今後の方向性として議会みずからがなお一層努力し、町民から認めら

れる定数、報酬であることが必要であるとの認識に至りました。 

      よって、報酬は現状維持とし、議員定数を１人削減し１３人が適正という考え方を報

告するものであります。 

      平成２７年８月２４日 

      山元町議会議長 阿部 均殿 

議員定数と報酬に関する調査特別委員会委員長 岩佐 隆 

      以上で報告を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから委員長に対する質疑を行うわけですが、議員定数と報酬に関する調

査特別委員会は議長を除く全員が所属しておりますので、質疑は山元町議会先例８５番

により省略します。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから議員定数と報酬に関する調査特別委員会報告の件を採決します。 

      お手元に配布しております委員会報告書のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって、議員定数と報酬に関する調査特別委員会委員長の報告のとおり決定しました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第５．議発第２号を議題とします。 

      これより提出者から提案理由の説明を求めます。 

      １０番岩佐 隆君登壇願います。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。山元町議会議員定数条例の一部を改正する条例、皆さんに配布

された資料をもって説明とかえさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いした

いと思います。 

      まず初めに、提案理由をご覧いただきたいと思います。本議会はこれまで平成１５年

から改選期ごとに議員定数を２人ずつ削減してきた経緯があります。山元町議会基本条

例では議員定数、報酬の改正に当たっては行財政改革の支店だけではなく、町政の現状

と課題、将来の予測と展望を考慮するとともに、町民の意見を参考に決定するものと定

めているため、議会報告会の場を利用し町民から率直な意見も参考としました。また、

住民を代表するにふさわしい議会の機能強化や活性化を基本とした議員数、住民の意見

を反映するための議員数などの各視点、さらに震災からの復興もまだ道半ばであるが、

急激な人口減少（約４，０００人）を踏まえ、将来の本町展望を勘案し検討を重ねてき

た結果、今後の方向性として議会みずからがなお一層努力し町民から認められる定数で
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あることが必要であると認識しております。 

      したがいまして、議員定数を（１人削減し１３人が適正）と考え、山元町議会議員定

数条例を改正するために提出するものであります。 

      右側の新旧対照表、これについてご覧になっていただきたいと思います。新を読み上

げます。山元町議会議員の定数は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９１条第２

項の規定により１３人とする。山元町議会議員定数条例の一部を改正する条例。山元町

議員定数条例（昭和３４年山元町条例第１号）の一部を次のように改正するということ

で、本則中１４名を１３名に改める。附則、この条例については次の一般選挙から施行

する。 

平成２７年８月２７日 山元町議会議長 阿部 均殿。 

提出者 岩佐 隆。 

賛成者 佐藤智之。 

賛成者 齋藤慶治。 

以上です。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。  質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）質疑なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。  討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから議発第２号山元町議員定数条例の一部を改正する条例を採決します。 

      お諮りします。 

本件は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

よって、議発第２号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）以上で本日の議事日程は全部終了しました。 

      本日はこれで散会します。 

      次の会議は９月１日午前１０時開議であります。 

      ご苦労さまでございました。 

 

午前１１時１７分  散 会 

                                             

      

 


